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旅

館

経

営

再

生

塾 

 

第

二

二

回 

 

慰

安

旅

行

費

用

の

税

務

上

の

取

り

扱

い

に

つ

い

て 

 
 

（

執

筆

 

中

村

尚

和

） 

 

旅

館

業

に

限

ら

な

い

が

、

会

社

の

福

利

厚

生

と

し

て

社

員

の

慰

安

旅

行

を

行

う

こ

と

が

あ

る

。

今

回

は

慰

安

旅

行

費

用

の

税

務

上

の

取

り

扱

い

に

つ

い

て

説

明

す

る

。 

慰

安

旅

行

等

の

福

利

厚

生

費

は

、

概

ね

全

従

業

員

を

対

象

と

し

、

社

会

通

念

上

、

常

識

的

で

通

常

必

要

と

認

め

ら

れ

る

額

に

つ

い

て

は

、

全

額

経

費

処

理

（

損

金

に

算

入

）

で

き

る

。

し

か

し

、

こ

れ

ら

を

超

え

る

額

に

つ

い

て

は

、

役

員

又

は

従

業

員

の

給

与

（

個

人

の

源

泉

税

の

対

象

）

と

さ

れ

、

さ

ら

に

役

員

分

に

つ

い

て

は

、

法

人

の

役

員

賞

与

と

し

て

法

人

税

法

上

経

費

処

理

（

損

金

に

算

入

）

で

き

な

い

。 

 

そ

れ

で

は

ど

こ

で

福

利

厚

生

費

と

給

与

の

区

分

を

つ

け

る

の

だ

ろ

う

か

。

所

得

税

法

令

解

釈

通

達

に

よ

る

と

、

給

与

所

得

課

税

さ

れ

な

い

福

利

厚

生

費

の

範

囲

に

つ

い

て

、

次

の

二

つ

を

示

し

て

い

る

。 

①

旅

行

の

期

間

が

４

泊

５

日

（

目

的

地

が

海

外

の

場

合

に

は

、

目

的

地

に

お

け

る

滞

在

日

数

に

よ

り

ま

す

）

以

内

の

も

の

で

あ

る

こ

と 
②

旅

行

に

参

加

す

る

従

業

員

等

の

数

が

全

従

業

員

等

（

工

場

・

支

店

等

で

行

う

場

合

に

は

、

そ

の

工

場

・

支

店

等

の

従

業

員

数

）

の

五

〇

％

以

上

で

あ

る

こ

と 

 

次

に

、

法

人

に

お

け

る

社

会

通

念

上

の

福

利

厚

生

費

の

額

と

し

て

は

、

近

年

の

判

例

等

を

考

慮

す

る

と

、

一

般

的

に

一

人

あ

た

り

概

ね

一

〇

万

円

迄

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。 

以

上

が

社

会

通

念

上

、

常

識

的

で

通

常

必

要

と

認

め

ら

れ

る

も

の

の

目

安

で

あ

る

。 

慰

安

旅

行

と

は

言

え

、

役

員

又

は

従

業

員

の

給

与

と

な

ら

な

い

よ

う

取

り

扱

い

に

は

十

分

に

注

意

し

て

頂

き

た

い

。 


